
（参考） 

学校法人会計と企業会計との違い 

 学校法人は、私立学校振興助成法第１４条に基づき国から補助金交付を受ける場合、文部

科学大臣の定める基準である「学校法人会計基準」に従い、会計処理を行い、貸借対照表、

収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士又は監査法人の監査報告

書を添付しなければなりません。 

 また、一般的に企業は利潤の追求を目的としていると言われていますが、学校法人は営利

を目的とするのではなく、教育研究活動の永続的な実施を目的としています。 

 このように学校法人は、公共性が高く、その教育研究活動を継続して行い永続的に存在し

ていくため、財務状況を正確に把握し、健全な経営をしていかなければなりません。  

従って、一般の企業会計と学校法人会計とではいろいろ違いがありますが、ここでは決算

書についてその違いをご説明します。 

学校法人会計における決算書は、計算書類と呼ばれ、「資金収支計算書」、「活動区分資金

収支計算書」、「事業活動収支計算書」、「貸借対照表」の作成が義務づけられています。 

１．資金収支計算書、活動区分資金収支計算書 

学校法人会計の資金収支計算書は、毎会計年度、当該会計年度の諸活動に対応するすべて

の収入と支出の内容を明らかにし、前年度からの繰越支払資金（現金および預貯金）にこの

収支を反映させ、翌年度繰越支払資金（現金および預貯金）を表示します。 

また、必ず予算と決算の額を対比しなければならず、予算に応じた資金の流れと実績を表

示します。 

活動区分資金収支計算書は、２０１５（平成２７）年４月１日の学校会計基準の改正によ

り新たに作成が義務づけられた計算書で、企業会計におけるキャッシュ・フロー計算書にあ

たります。企業会計のキャッシュ・フロー計算書は、資金（現金および現金同等物）の収支

を営業活動・投資活動・財務活動に区分して表示しますが、学校会計の活動区分資金収支計

算書では、「教育活動」、「施設若しくは設備の取得又は売却その他これらに類する活動」、「資

金調達その他前記二つの活動に掲げる活動以外の活動」に区分して表示します。 

 

２．事業活動収支計算書 

学校法人会計の事業活動収支計算書は、企業会計における損益計算書に似ており、どちら

の計算書も発生主義と総額表示により作成しますが、企業会計の損益計算書が、企業の経営

成績を明らかにすることを目的としているのに対して、学校法人会計の事業活動計算書は、

収支均衡の状態を明らかにするための計算書です。 

従って、企業会計の損益計算書は、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するす

べての費用とを「営業利益」と「営業外利益」に区分して、経常利益を計算し、これに特別



損益に属するものを加減して当期純利益を表示しています。 

一方、学校法人会計の事業活動収支計算書は、毎会計年度、当該会計年度の「教育活動」、

「教育活動以外の経常的な活動」及び「前記二つの活動以外の活動」に対応する事業活動収

入及び事業活動支出の内容を明らかにするとともに、当該年度の基本金組入額を控除した

当該会計年度の諸活動に対応するすべての事業活動収入及び事業活動支出の均衡の状態を

明らかにするため、事業活動収支計算を行うこととされています。 

また、事業活動収支の計算方法として、事業活動収入は、当該会計年度の学校法人の負債

とならない収入を計算し、事業活動支出は、当該会計年度において消費する資産の取得価額

及び当該会計年度における用役の対価に基づいて計算するものとされ、事業活動収支計算

は、活動ごと事業活動収入と事業活動支出を対照して行うとともに、事業活動収入の額から

事業活動支出の額を控除し、その差額から基本金組入額を控除して行うものとされていま

す。 

（注）基本金とは、学校法人がその諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持する

ために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額です。 

   また、基本金に組み入れる金額は、学校法人会計基準に次の金額に相当する金額と

定められています。 

① 学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額

又は新たな学校の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充

実向上のために取得した固定資産の価額 

② 学校法人が新たな学校の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教

育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の

資産の額 

③ 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額 

④ 恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣が定める額 

  

３．貸借対照表 

学校法人においても年度末の資産、負債、純資産の残高を示して、学校法人の財政状態を

表す貸借対照表を作成します。これは、企業会計で作成する貸借対照表とほぼ同じ構造とい

えますが、会計目的の違いにより学校法人会計が科目の配列を固定性配列法としているの

に対して、企業会計は流動性配列法が採用されています。 


